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理
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議
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逢
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二
君
提
出
農
業
科
教
職
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の
待
遇
改
善
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
農
業
科
教
職
員
の
待
遇
改
善
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
特
別
手
当
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
農
業
、
水
産
、
工
業
又
は
商
船
に
係

る
産
業
教
育
に
従
事
す
る
公
立
の
高
等
学
校
の
教
員
及
び
実
習
助
手
に
対
す
る
産
業
教
育
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
二
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
公
立
の
高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
の
教
員
及
び
実
習
助
手
に
対
し
て
は
、
公
立
の
高
等
学
校
に
お
け
る
農
業
に
係
る
産
業
教
育
の
特
殊
性
に
鑑
み
、

条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

産
業
教
育
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
同
手
当
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
負

担
に
対
し
て
地
方
財
政
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

公
立
高
等
学
校
の
適
正
配
置
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
及
び

公
立
高
等
学
校
の
適
正
配
置
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
二
百
十
五
号
）

に
よ
り
、
農
業
に
関
す
る
学
科
を
置
く
公
立
の
高
等
学
校
の
教
職
員
定
数
は
、
当
該
学
科
の
生
徒
の
収
容
定
員
、
施
設
の
設

一



置
状
況
及
び
そ
の
規
模
等
に
応
じ
て
算
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
同
法
及
び
同
令
に
基
づ
い
て
地
方

公
共
団
体
が
配
置
し
て
い
る
教
職
員
の
給
与
費
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
負
担
に
対
し
て
地
方
財
政
措
置
を
講
じ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

二


